
様式 20(別表１関係) 

                                 年  月  日 

（あて先）札 幌 市 長   

                         認可申請者      

                             住所 

                             氏名          

誓  約  書 

 認可を申請する終身建物賃貸借事業については、以下に掲げる基準に適合することを誓

約します。 

一 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。 

イ 書面による契約であること。 

ロ 居住部分が明示された契約であること。 

ハ 終身建物賃貸借事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び高齢者の居住の安定確保に

関する法律（平成 13 年法律第 26 号）第６条第１項第 12号の前払金（以下「家賃等

の前払金」という。）を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。 

ニ 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び

当該家賃等の前払金について終身建物賃貸借事業を行う者が返還債務を負うことと

なる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。 

ホ 入居者の入居後、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法

律施行規則（平成 23 年厚生労働省令・国土交通省令第２号。以下「規則」という。）

第 12条第１項で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入

居者の死亡により終了した場合において、終身建物賃貸借事業を行う者が、規則第

12 条第２項で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還するこ

ととなる契約であること。 

ヘ 終身建物賃貸借事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の規則第 13条で定

める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであ

ること。 

二 住宅の整備をして終身建物賃貸借事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事

の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。 


